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○天理市体育施設条例施行規則 

平成27年３月31日規則第16号 

改正  

平成30年２月13日規則第２号 

天理市体育施設条例施行規則 

（目的） 

第１条  この規則は、天理市体育施設条例（平成25年３月天理市条例第17号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（開館時間等） 

第２条  天理市体育施設（以下「体育施設」という。）の開館時間又は開場時

間（以下「開館時間等」という。）は、別表のとおりとする。ただし、条例

第３条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、必要があ

ると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間等を変更することができる。 

（休館日等） 

第３条  体育施設の休館日又は休場日（以下「休館日等」という。）は、次の

とおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の

承認を得て、休館日等を変更し、又は臨時に休館日等を定めることができる。 

(１) 水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日（以下「祝日」という。）に当たる場合は、その日後におい

て、その日に最も近い同法に規定する祝日でない日） 

(２) 12月25日から翌年１月５日までの間 

（利用手続） 

第４条  条例第６条の規定により、体育施設の利用許可を受けようとするもの

は、指定管理者に利用許可申請書を提出しなければならない。体育施設の利

用に併せて附属設備を利用するときも同様とする。 

２ 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日（以下「利用日」という。）
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の属する月の前月の初日から、利用日までの間に提出するものとする。ただ

し、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

３ 指定管理者は、第１項の利用許可申請書の提出があった場合において、そ

の利用を許可するときは、利用許可書を交付するものとする。 

４ 体育施設の利用許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は、利用の

際に利用許可書を指定管理者に提出しなければならない。 

（利用料金の還付） 

第５条  条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった

とき 既納の体育施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の

全額 

(２) 利用者が利用前５日までに利用の取消しの申出をしたとき 既納の利

用料金の全額 

(３) 利用者が利用前２日までに利用の取消しの申出をしたとき 既納の利

用料金の半額 

２ 利用料金の還付を受けようとする利用者は、利用料金還付申請書を指定管

理者に提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の申請に対する決定をしたときは、利用料金還付決定

通知書を交付するものとする。 

（利用料金の減免） 

第６条  条例第11条に規定する利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当

する場合に行うことができる。 

(１) 本市の機関が利用するとき。 

(２) 市内の学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校及び

社会教育法（昭和24年法律第207号）第10条に規定する団体が利用するとき。 

(３) その他、市長又は指定管理者が特に必要と認めるとき。 

２ 利用料金の減免を受けようとする利用者は、利用料金減免申請書を指定管
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理者に提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の申請に対する決定をしたときは、利用料金減免決定

通知書を交付するものとする。 

（利用時間の延長） 

第７条  利用者は、やむを得ない理由により、当該許可に係る利用時間を超え

て体育施設を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければ

ならない。 

（その他） 

第８条  この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則  

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年２月13日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（天理市有料公園施設の管理等に関する規則の廃止） 

２ 天理市有料公園施設の管理等に関する規則（平成27年３月天理市規則第17

号）は、廃止する。 

別表（第２条関係） 

体育施設の名称 開館時間等 

奈良県天理市健民運動場 午前９時から午後９時まで 

（４月１日から10月31日までの期間） 

午前９時から午後５時まで 

（11月１日から翌年３月31日までの期

間） 

天理市白川ダム運動場 午前９時から午後５時まで 

天理市二階堂運動場 午前９時から午後５時まで 

天理市福住運動場 午前９時から午後５時まで 
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天理市天理ダム運動場 午前９時から午後５時まで 

天理市立総合体育館 午前９時から午後９時まで 

天理市立二階堂体育館 午前９時から午後９時まで 

天理市立三島体育館 午前９時から午後９時まで 

天理市立庭球場 午前９時から午後９時まで 

（４月１日から10月31日までの期間） 

午前９時から午後５時まで 

（11月１日から翌年３月31日までの期

間） 

天理市グラウンド・ゴルフ場 午前９時から午後５時まで 

 


